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第７期埼玉県障害者支援計画（令和６～８年度）の概要 

 

１ 策定作業（今後の予定を含む） 

（１）障害者施策推進協議会での審議（４回） 

（２）施策分野ごとに設置したワーキングチーム（３チーム）での検討（各２回） 

（３）障害者団体へのヒアリングによる意見照会（２０団体・各１回） 

（４）市町村へのサービス見込量調査（２回） 

（５）庁内関係課への県の取組調査（３回） 

（６）県民コメント（１回） 

 

２ 計画への反映事項 

（１）施策推進協議会ワーキングチームからの意見（重点課題等）を反映 

 

（２）障害者団体ヒアリングでの意見を反映 

 

（３）埼玉県手話環境施策推進懇話会からの意見を反映 

 

（４）国基本指針（障害福祉サービス等及び障害者児通所支援等の円滑な実施を確保するための 

  基本的な指針）を反映  

  ①入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援 

  ②精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

  ③福祉施設から一般就労への移行等 

  ④障害児のサービス提供体制の計画的な構築 

  ⑤発達障害者等支援の一層の充実 

  ⑥地域における相談支援体制の充実・強化 

  ⑦障害者等に対する虐待の防止 

  ⑧地域共生社会の実現に向けた取組 

  ⑨障害福祉サービスの質の確保 

  ➉障害福祉人材の確保・定着 など 
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（６）障害者等に関する制度改革等を反映 

  ①障害者差別解消法の改正（Ｒ３制定） 

  ②障害者総合支援法の改正（Ｒ４制定） 

  ③障害者雇用促進法の改正（Ｒ４制定） 

  ④精神保健福祉法の改正（Ｒ４制定） 

  ⑤医療的ケア児支援法の施行（Ｒ３制定） 

  ⑥障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行（Ｒ４制定） 

  ⑦埼玉県福祉のまちづくり条例の改正（Ｒ５制定） 

  ⑧障害者権利条約に基づく国連障害者権利委員会の総括所見（Ｒ４） 

 

３ 構成（案） 

 別紙資料２のとおり 

 

４ 骨子（案） 

 別紙資料３のとおり 

 


